
お取引先様各位

　下請中小企業振興法に基づく「振興基準」の改正（2026年1月1日)を踏まえ、
パートナーシップ構築宣言のひな形が改正されました。
　これに伴い、当社の「パートナーシップ構築宣言」を更新いたしましたので、
お知らせ申し上げます。

　今後もお取引先様との相互の努力と公正なお取引を通じて、ベストパートナーとしての
長期的な信頼関係を構築し、お互いが発展することを目指して参ります。

･ 日発販売「パートナーシップ構築宣言」

　https://www.biz-partnership.jp/declaration/120271-09-00-tokyo.pdf

･「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイト

　https://www.biz-partnership.jp/index.html

以上

「パートナーシップ構築宣言」の更新について

日発販売株式会社
2026年1月7日
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